
          

          

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

          

          

          

 
 
 

    

 

    

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

   
 

   

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

       

 

２０２６年(令和８年度) 

入所のしおり 

かめりあ児童クラブ A・B・C 

 

かめりあ三城児童クラブ 



放課後児童クラブ（学童）ってどんな場所・・・ 

放課後児童クラブは、放課後児童健全育成事業を行う場所であり、『小学校に就学している児童

であって、その保護者が労働等により昼間家庭にいないものに、授業の終了後に児童厚生施設等の

施設を利用して適切な遊び及び生活の場を与えて、その健全な育成を図る事業』とされています。 

 放課後児童クラブは、学校でもない、家庭でもない、中間的存在であり、「ただいま！」と帰って

くる第 2 の家庭だと考えています。  

 毎日学年の違う子ども達が、一緒になって遊び、学び、考えて行動する場所です。私達は、それ

ぞれが自分の力で生き抜くことができ、夢に向かって頑張れるような環境づくりを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【各種料金】令和 7 年度から料金を変更しています。 

基本料金 
月額 12,000 円（月～金曜日利用） 

月額 15,000 円（月～土曜日利用） 

年間共有教材費 

（毎年度初めに 1 回） 

12,000 円  （10 月以降の入所の場合、6,000 円） 

※月割り料金はありません。年度内で途中退所された場合、返金されません。 

利用時間 
平 日 放課後～１８：００ 

土曜日 ８：００～１８：００ 

延長料金 
夕方延長（18：01～19：00 利用）1回 200円（弟妹は 100 円） 

朝 延 長（7：30～7：59利用）  1回１００円（弟妹も同料金） 

送迎車利用料金 
１か月 1,500 円 

※一時利用の場合、1 回 300 円 

長期休み追加料金 

春休みや夏休み、冬休みの小学校長期休業中は、1 日あたり８００円の 

追加料金を頂きます。各長期休み期間に合わせて上限額が設定されていま

す（春休み（４月）3,000 円、夏休み 13,000 円、冬休み 3,000 円、春

休み（3 月）3,000 円） 

一時利用 
放課後利用 1,000 円、1 日（土曜日、長期休み）利用 1,500 円 

※令和 8 年度は、一時利用だけの募集はありません。 
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 かめりあ児童クラブ A  

 かめりあ児童クラブ B 

 かめりあ児童クラブ C 

 

 かめりあ三城児童クラブ  

住所 富の原 2 丁目 415 

TEL：0957-56-8329 

メールアドレス 

tominohara-gakudou@camelliaswc.or.jp 

住所 東三城町 11-4-３F 

TEL：0957-47-5498 

メールアドレス 

sanjyo-gakudou@camelliaswc.or.jp 

【基本理念】 

未来を担う子どもの笑顔が輝き、 

安心して子育てができる 

環境づくりをめざす。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①利用契約書 ②家庭生活調査票について 

 必要事項を記入の上、4 月の登所の日に「各児童クラブ」へ提出して下さい。 

  

 

③銀行書類（預金口座振替依頼書）について    

 ・預金口座振替依頼書にご記入のうえ、「各児童クラブ」へ提出ください。 

 ・取扱銀行は「十八親和銀行」です。 

・4 月分保育料から預金口座振替となります。 

 

※4 月分の保育料金及び春休み追加料金、年間共有教材費などは、令和８年 4 月２7

日（月）が初回引き落とし日となります。預金口座振替依頼書の提出時期によって

は 5 月分からの振替となります。 

※預金口座振替にて毎月２５日に引き落としされます（振込日が休日の時は、翌日の営

業日になります）。 

 

4 月２７日（月）に引き落とされる料金 

 

※夏休み追加料金（利用日数×800 円：上限額 13,000 円）は９月、冬休み追加料金

（利用日数×800 円：上限額 3,000 円）は 1 月に引き落としされます。 

 

 ◎入所期間は、4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの契約とします。 

         (正当な理由無く、年度内の退所は出来ません。） 

◎年間共有教材費の返金は出来ません。  

 

 

３ 

料金表 月額基本料金 
春休み(４月) 

追加料 

年間共有 

教材費 
送迎料 

(竹松小学校のみ) 

月～金利用者 12,000 円 1 日 800 円 

(上限額 3,000 円) 
12,000 円 1,500 円 

月～土利用者 15,000 円 

説明会の時にお渡しする書類 

① 利用契約書 

② 家庭生活調査票 

③ 銀行書類（預金口座振替依頼書） 
④ 児童クラブを利用するための必要書類 

 ※新年度入所の方は、上記のほかに「入所申込書」をお渡しします。 



 

④児童クラブを利用するための必要書類  

 大村市こども未来部こども政策課より指導があり、利用を必要とする理由を明確にする

ため、その理由ごとに必要書類を提出していただくことになりました。 

 

  ・関係書類については、児童クラブより配布するものもあります。 

  ・児童クラブの利用を必要とする理由や住所、電話番号、勤務先などに変更がありま

したら、お知らせください。 
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提出が必要な関係書類 主な学童保育の利用を必要とする理由 

□勤務（内職）証明書 就労（月 60 時間以上の就労） 

□母子手帳の写し 妊娠・出産（児童の母親が出産予定日 2 か月前

の初めから、産後 8 週までの状態） 

□通院や疾病が分かる書類（診断書や

通院記録）、身体障害者手帳など 

疾病・障害（保護者が疾病等で入院している場合

や障害を持っている場合） 

□被介護者または被看護者の通院や疾

病が分かる書類 

介護・看護（同居又は長期入院している親族の介

護・看護が常時必要である場合） 

□求職カード（ハローワークカード）    求職活動（就労する意思があり、求職活動等に専

念している場合）  



 

１）放課後児童クラブ（学童）への連絡について    
①児童クラブを欠席される場合は、google フォームにてお知らせ下さい。 

 急な変更などの場合は、電話にてご連絡ください。           

  特に送迎車をご利用の方は、下校開始時刻前に連絡をして下さい。        

②学校を、早退・時間割の変更等で下校時刻が変わる場合は、必ず連絡をお願いします。    

③お子様が帰所時間を過ぎても児童クラブへ帰ってこない場合や送迎集合場所に来ない

場合等、所在が確認できない時は保護者へ連絡をします。 
 

２）児童クラブに置いておく物  
①着替え一式・帽子（季節に応じた物を準備下さい。）※ 持ち物には全てに記名をお願いします。 

 

３）昼食(長期休暇・土曜日)について  
①お弁当、水筒を持参して下さい。    

②お弁当が準備できない場合は、1 食 400 円程度で、お弁当屋さんに発注代行します。 
 

４）送迎車を利用(かめりあ児童クラブ)の方へ    
学年で下校時刻が重なる場合は、往復して送迎を行いますので、多少子ども達を待たせ

る事があるかと思います。必ず迎えに行きますので、指定の場所で待つようご家庭でも

指導下さい。 
 

５）保護者駐車場について    
送迎の際は、必ず駐車場をご利用下さい。 駐車場内での事故につきましては、当児童ク

ラブでは責任を負いかねますので、予めご了承下さい。 
  

６）宿題について    
「宿題をする」という習慣は指導しますが、宿題の確認は ご家庭で必ず行って下さい。 

    ※音読とタブレットでの学習はご家庭でお願いします。 

 

７）利用期間について 
かめりあ児童クラブでは、利用児童の増加により新 1 年生が入所できない状況になりつ

つあります。高学年につきましては、家庭保育やお留守番のご協力のお願いをしており、 

利用期間も原則 4 年生までとします。 
 

８）その他  
①利用料滞納の場合は、契約を終了させて頂くことがあります。   

②事故による備品、施設などの破損は、未然に防ぐようにしますが、万が一発生した場合

は、その都度協議いたします。  

 （場合によっては、自己負担をしていただく事がありますのでご了承下さい。）    

③学校から児童クラブまでの帰路での事故等は保護者の責任となります（当児童クラブ職

員が引率している場合をのぞく。）。長期休業期間（夏休みや春休み等）の登所について

は、安全確保のために児童クラブまで保護者が送迎してください。                    

④台風・積雪等で学校が休校で、児童クラブを利用される場合は、その都度ご相談下さい。

（安全面を配慮して、児童クラブが休みになる場合があります）   

⑤インフルエンザや新型コロナウイルス等で学年、学級閉鎖になった場合は、その学年、

学級に属する児童は、児童クラブも休みとなります。    

⑥児童クラブは、学校とは違い「ただいま」「お帰りなさい」と子ども達が帰ってくる「生

活の場」です。 団体生活の場でもありますので、決まり事を守り楽しい 放課後を過ご

せるよう手助けしています。  
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 社会福祉法人カメリア 
 

 かめりあ児童クラブ A・B・C 

     〒856-0806 長崎県大村市富の原 2 丁目 41５番地 

  Ｔｅｌ：0957-56-8329  携帯：080-3176-4042 

         e-mail：tominohara-gakudou@camelliaswc.or.jp 

  

    かめりあ三城児童クラブ 

        〒856-0826 長崎県大村市東三城町 11-4-3F  

       Ｔｅｌ：0957-47-5498  携帯：080-4207-4041 

      e-mail：sanjyo-gakudou@camelliaswc.or.jp 

連絡メール（LINE）の運用について 

当放課後児童クラブでは保護者との迅速な情報共有のため、 

「LINE（公式アカウント）」の運用を開始しています。 

右横の QR コードを読み取っていただくと「かめりあ児童クラブ」の 

公式アカウントを利用することができます。ただし配信専用となっていますので、 

保護者様からの送信は児童クラブで確認する事ができません。 

まだ、登録されていない保護者様は、登録の方をお願いします。 

そして、欠席連絡についても「LINE（公式アカウント）」の下部に表示される 

「学童欠席連絡」から所属する児童クラブへ送信することができます。 


